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(57)【要約】
　本発明は、設備のネットワーキング方法、装置、プロ
グラム及び記憶媒体に関し、コンピュータ技術分野に属
する。前記方法は、インテリジェント設備がブロードキ
ャストする少なくともインテリジェント設備の設備ＩＤ
を含む設備情報を受信するステップと、インテリジェン
ト設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨の
プロンプトメッセージをディスプレイするステップと、
ユーザーのプロンプトによってトリガーしたアクセス命
令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリ
ジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせ
るステップとを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくとも前記インテリジェント設備の
設備ＩＤを含む設備情報を受信するステップと、
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイするステップと、
　ユーザーの前記プロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信すると
、前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワーク
にアクセスさせるステップとを含むことを特徴とする設備のネットワーキング方法。
【請求項２】
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイするステップは、
　端末の現在の画面がインテリジェント設備リストのディスプレイ画面である場合、前記
設備情報を前記インテリジェント設備リストに追加してディスプレイするステップ、又は
　端末の現在の画面の所定のオプションにプロンプトアイコンをディスプレイするステッ
プを含み、
　前記プロンプトアイコンは、前記端末が前記設備情報を受信するように指示するための
ものであることを特徴とする請求項１に記載の設備のネットワーキング方法。
【請求項３】
　前記設備情報を前記インテリジェント設備リストに追加してディスプレイするステップ
は、
　前記インテリジェント設備リスト中の前記ワイヤレスネットワークにアクセスしていな
いインテリジェント設備を確定し、点滅の方式を採用して、確定された前記インテリジェ
ント設備の設備情報をディスプレイするステップを含むことを特徴とする請求項２に記載
の設備のネットワーキング方法。
【請求項４】
　前記端末の現在の画面の所定のオプションにプロンプトアイコンをディスプレイするス
テップは、
　前記所定のオプションの所定の位置にレッドドットをディスプレイして、又は、前記イ
ンテリジェント設備の数量を獲得して、前記所定のオプションの所定位置に前記数量をデ
ィスプレイするステップを含むことを特徴とする請求項２に記載の設備のネットワーキン
グ方法。
【請求項５】
　ユーザーの前記所定のオプションによってトリガーした調査命令を受信し、前記調査命
令によって、前記設備情報をディスプレイするステップをさらに含むことを特徴とする請
求項２に記載の設備のネットワーキング方法。
【請求項６】
　前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワーク
にアクセスさせるステップは、
　前記アクセス命令によって、ネットワーク選択画面をディスプレイするステップと、
　ユーザーがトリガーしたネットワーク選択命令を受信するステップと、
　選択した前記ワイヤレスネットワークのネットワークアクセス情報を前記インテリジェ
ント設備に送信するステップとを含み、
　前記ネットワーク選択画面は、前記端末がアクセスする少なくとも１つのワイヤレスネ
ットワークを指示するためのものであり、
　前記ネットワーク選択命令は、前記少なくとも１つのワイヤレスネットワークから選択
した１つのワイヤレスネットワークを含み、
　前記インテリジェント設備は、前記ネットワークアクセス情報によって、前記ワイヤレ
スネットワークにアクセスすることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に
記載の設備のネットワーキング方法。
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【請求項７】
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくとも前記インテリジェント設備の
設備ＩＤを含む設備情報を受信するように構成される受信モジュールと、
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイするように構成されるプロンプトモジュールと、
　ユーザーの前記プロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信したと
き、前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワー
クにアクセスさせるように構成されるアクセスモジュールとを含むことを特徴とする設備
のネットワーキング装置。
【請求項８】
　前記プロンプトモジュールは、
　端末の現在の画面がインテリジェント設備リストのディスプレイ画面である場合、前記
設備情報を前記インテリジェント設備リストに追加してディスプレイするように構成され
る第１のプロンプトサブモジュール、又は
　端末の現在の画面の所定のオプションにプロンプトアイコンをディスプレイするように
構成される第２のプロンプトサブモジュールを含み、
　前記プロンプトアイコンは、前記端末が前記設備情報を受信するように指示するための
ものであることを特徴とする請求項７に記載の設備のネットワーキング装置。
【請求項９】
　前記第１のプロンプトサブモジュールは、前記インテリジェント設備リスト中の前記ワ
イヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備を確定し、点滅の方式
を採用して、確定された前記インテリジェント設備の設備情報をディスプレイするように
構成されることを特徴とする請求項８に記載の設備のネットワーキング装置。
【請求項１０】
　前記第２のプロンプトサブモジュールは、前記所定のオプションの所定の位置にレッド
ドットをディスプレイして、又は、前記インテリジェント設備の数量を獲得して、前記所
定のオプションの所定位置に前記数量をディスプレイするように構成されることを特徴と
する請求項８に記載の設備のネットワーキング装置。
【請求項１１】
　ユーザーの前記所定のオプションによってトリガーした調査命令を受信し、前記調査命
令によって、前記設備情報をディスプレイするように構成されることを特徴とする請求項
８に記載の設備のネットワーキング装置。
【請求項１２】
　前記アクセスモジュールは、
　前記アクセス命令によって、ネットワーク選択画面をディスプレイするように構成され
るネットワークディスプレイサブモジュールと、
　ユーザーがトリガーしたネットワーク選択命令を受信するように構成されるネットワー
ク選択サブモジュールと、
　前記ネットワーク選択サブモジュールが選択した前記ワイヤレスネットワークのネット
ワークアクセス情報を前記インテリジェント設備に送信するように構成される情報送信サ
ブモジュールとを含み、
　前記ネットワーク選択画面は、前記端末がアクセスした少なくとも１つのワイヤレスネ
ットワークを指示するためのものであり、
　前記ネットワーク選択命令は、前記ネットワークディスプレイサブモジュールがディス
プレイした前記少なくとも１つのワイヤレスネットワークから選択した１つのワイヤレス
ネットワークを含み、
　前記インテリジェント設備は、前記ネットワークアクセス情報によって、前記ワイヤレ
スネットワークにアクセスすることを特徴とする請求項７から請求項１１のいずれか１項
に記載の設備のネットワーキング装置。
【請求項１３】
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　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な命令を記憶するメモリとを含み、
　前記プロセッサは、
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくとも前記インテリジェント設備の
設備ＩＤを含む設備情報を受信し、
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイし、
　ユーザーの前記プロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信すると
、前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワーク
にアクセスさせるように構成されることを特徴とする設備のネットワーキング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータ技術分野に関し、特に、設備のネットワーキング方法及び装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　科学技術の発展につれて、ますます多くのインテリジェント設備が人々の日常生活に現
れている。一般的に、インテリジェント設備は、ネットワーキング機能を有するので、人
々は、インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせて、インテリジェ
ント設備が提供するより多くの機能を楽しむことができる。
【０００３】
　インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせるとき、端末を介して
、インテリジェント設備にネットワークアクセス情報を送信する必要がある。当該ネット
ワークアクセス情報は、少なくともネットワーク名及びパスワードを含む。インテリジェ
ント設備は、当該ネットワークアクセス情報を獲得した後、ネットワーク名によってワイ
ヤレスネットワークを検索し、パスワードを入力して、当該ワイヤレスネットワークに接
続（アクセス）する。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明は、関連技術に存在する問題を解決するために、設備のネットワーキング方法及
び装置を提供する。
【０００５】
　本発明の第１の態様では、
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくとも前記インテリジェント設備の
設備ＩＤを含む設備情報を受信するステップと、
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイするステップと、
　ユーザーの前記プロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信すると
、前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワーク
にアクセスさせるステップとを含むことを特徴とする設備のネットワーキング方法を提供
する。
【０００６】
　本発明の第２の態様では、
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくとも前記インテリジェント設備の
設備ＩＤを含む設備情報を受信するように構成される受信モジュールと、
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイするように構成されるプロンプトモジュールと、
　ユーザーの前記プロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信したと
き、前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワー



(5) JP 2017-507623 A 2017.3.16

10

20

30

40

50

クにアクセスさせるように構成されるアクセスモジュールとを含むことを特徴とする設備
のネットワーキング装置を提供する。
【０００７】
　本発明の第３の態様では、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な命令を記憶するメモリとを含み、
　前記プロセッサは、
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくとも前記インテリジェント設備の
設備ＩＤを含む設備情報を受信し、
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイし、
　ユーザーの前記プロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信すると
、前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワーク
にアクセスさせるように構成されることを特徴とする設備のネットワーキング装置を提供
する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る技術案によると、以下のような作用効果を獲得することができる。即ち、
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジェント設備の設備
ＩＤを含む設備情報を受信し、前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにア
クセスさせる旨のプロンプトメッセージをディスプレイし、ユーザーの前記プロンプトメ
ッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によってイ
ンテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせ、端末が設備情報をブロー
ドキャストしているインテリジェント設備をスキャンすることが可能になり、当該インテ
リジェント設備がワイヤレスネットワークにアクセスできるようにすることで、インテリ
ジェント設備がワイヤレスネットワークを検索するとともに、ネットワークのパスワード
を入力してからワイヤレスネットワークにアクセスできることによるネットワーク操作が
煩雑になる問題を解決でき、インテリジェント設備のネットワーキング操作を簡素化でき
、ネットワーキング効率を向上させることができる効果を奏する。
【０００９】
　なお、上記の記載及び後述の詳細な記載は例示的なものに過ぎず、本発明を限定しよう
とするものではない。
【００１０】
　添付された図面は、明細書に併合されて本発明の一部を構成し、本発明に合致する実施
形態を表し、明細書と一緒に本発明の原理を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】一実施形態に係る設備のネットワーキング方法を示すフローチャートである。
【図２Ａ】他の実施形態に係る設備のネットワーキング方法を示すフローチャートである
。
【図２Ｂ】一実施形態に係るインテリジェント設備リストの画面を示す図である。
【図２Ｃ】他の実施形態に係るインテリジェント設備リストの画面を示す図である。
【図２Ｄ】一実施形態に係るプロンプトアイコンの画面を示す図である。
【図２Ｅ】他の実施形態に係るプロンプトアイコンの画面を示す図である。
【図２Ｆ】一実施形態に係るインテリジェント設備情報の画面を示す図である。
【図２Ｇ】他の実施形態に係るインテリジェント設備情報の画面を示す図である。
【図２Ｈ】一実施形態に係るインテリジェント設備プロンプト画面を示す概略図である。
【図２Ｉ】一実施形態に係るネットワーク選択画面を示す概略図である。
【図３】一実施形態に係る設備のネットワーキング装置を示すブロック図である。
【図４】一実施形態に係る設備のネットワーキング装置を示すブロック図である。
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【図５】一実施形態に係る設備のネットワーキングに用いられる装置を示すブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、実施形態について詳細に説明し、その事例を図面に表示する。以下の記載が図面
に関連するとき、他の表示がない場合は、異なる図面における同じ数字は、同じ或いは似
ている要素を表示する。以下の実施形態に記載した実施例は、本発明と一致したすべての
実施例を代表することではなく、添付された特許請求の範囲に記載した本発明のいくつか
の方面と一致した装置及び方法の例である。
【００１３】
　図１は、一実施形態に係る設備のネットワーキング方法を示すフローチャートである。
当該設備のネットワーキング方法は、端末に適用される。図１に示すように、当該設備の
ネットワーキング方法は、以下のようなステップを含む。
【００１４】
　ステップ１０１：インテリジェント設備がブロードキャスト（broadcast, 放送）する
少なくともインテリジェント設備の設備ＩＤを含む設備情報を受信する。
【００１５】
　ステップ１０２：インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨
のプロンプトメッセージをディスプレイ（display, 表示）する。
【００１６】
　ステップ１０３：ユーザーのプロンプトメッセージによってトリガー（trigger, 起動
）したアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリジェント設備を
ワイヤレスネットワークにアクセスさせる。
【００１７】
　上記の内容を総合すると、本発明が提供する設備のネットワーキング方法は、インテリ
ジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジェント設備の設備ＩＤを含む
設備情報を受信し、前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせ
る旨のプロンプトメッセージをディスプレイし、ユーザーのプロンプトメッセージによっ
てトリガーしたアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリジェン
ト設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる。それ故、端末が設備情報をブロード
キャストしているインテリジェント設備をスキャンすることが可能になり、当該インテリ
ジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせることができるようになる。イン
テリジェント設備がワイヤレスネットワークを検索するとともに、ネットワークのパスワ
ードを入力してからワイヤレスネットワークにアクセスできることによるネットワーク操
作が煩雑になる問題を解決できる。さらに、インテリジェント設備のネットワーキング操
作を簡素化でき、ネットワーキング効率を向上させることができる効果を得る。
【００１８】
　図２Ａは、他の実施形態に係る設備のネットワーキング方法を示すフローチャートであ
る。当該設備のネットワーキング方法は、端末に適用される。図２Ａに示すように、当該
設備のネットワーキング方法は、以下のようなステップを含む。
【００１９】
　ステップ２０１：インテリジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジ
ェント設備の設備ＩＤを含む設備情報を受信する。
【００２０】
　インテリジェント設備は、例えば、インテリジェントソケット、インテリジェントカメ
ラ、空気清浄機、インテリジェントリモコン、インテリジェントブザーなどのブロードキ
ャスト機能やネットワーキング機能を有する設備である。
【００２１】
　本実施形態では、インテリジェント設備は、そのインテリジェント設備自体の設備情報
を獲得することができ、周期的に設備情報をブロードキャストして、周囲の端末が設備情
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報を受信して、当該インテリジェント設備の存在を確認することができる。ここで、設備
情報は、少なくとも設備ＩＤを含み、当該設備ＩＤは、インテリジェント設備を唯一に識
別する。好ましくは、インテリジェント設備の記述を容易するために、設備情報には、機
能の紹介情報、アイコン、状態情報などをさらに含んでもよい。
【００２２】
　ステップ２０２：インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨
のプロンプトメッセージをディスプレイする。
【００２３】
　端末は、設備情報を受信した後、当該設備情報が識別するインテリジェント設備をワイ
ヤレスネットワークに直接アクセスさせることができる。つまり、ステップ２０３を実行
する。また、インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨プロン
プトメッセージをディスプレイしてもよい。当該プロンプトメッセージは、ワイヤレスネ
ットワークにアクセスできるインテリジェント端末をユーザーにプロンプトし（ユーザー
に入力や操作を促し）、ユーザーの操作によって、インテリジェント設備をワイヤレスネ
ットワークにアクセスさせるかを確定する。ここで、当該ワイヤレスネットワークは、ブ
ルートゥースネットワークや、ＷＩＦＩ（ＷＩｒｅｌｅｓｓ ＦＩｄｅｌＩｔｙ）ネット
ワークなどであってもよい。
【００２４】
　可能な一実施形態では、端末は以下のような２つの方法の中の少なくとも１つを使用し
て、インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプトメ
ッセージをディスプレイする。
【００２５】
　１）端末の現在の画面がインテリジェント設備リストのディスプレイ画面である場合、
設備情報をインテリジェント設備リストに追加してディスプレイする。
【００２６】
　２）端末の現在の画面の所定のオプションにプロンプトアイコンをディスプレイする。
プロンプトアイコンは、端末が設備情報を受信するように指示するためのものである。
【００２７】
　第１の方法では、端末の現在の画面がインテリジェント設備リストのディスプレイ画面
であり、当該インテリジェント設備リストは、既にワイヤレスネットワークにアクセスし
たインテリジェント設備の設備情報、及びワイヤレスネットワークにアクセスしていない
インテリジェント設備の設備情報の中の少なくとも一つを含む。図２Ｂに示された第１の
インテリジェント設備リストを示す概略図を参照すると、ワイヤレスネットワークにアク
セスしたインテリジェント設備は、インテリジェントカメラとインテリジェント冷蔵庫と
を含み、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備は、インテ
リジェントソケットとインテリジェント電気スタンドとを含む。
【００２８】
　インテリジェント設備リストに、ワイヤレスネットワークにアクセスしたインテリジェ
ント設備、及びワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備が同
時に含まれる場合、端末は、設備情報を受信した時間に従って、インテリジェント設備の
順序をディスプレイする。このとき、ユーザーがインテリジェント設備リストからワイヤ
レスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備を検索する必要があるため
、検索効率が低くなる。従って、端末は、ワイヤレスネットワークにアクセスしたインテ
リジェント設備と、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備
とに分類して、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備をプ
ロンプトして、検索効率を向上させる。
【００２９】
　可能な一実施形態では、端末は、設備情報をインテリジェント設備リストに追加してデ
ィスプレイするステップは、
　インテリジェント設備リストからワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテ
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リジェント設備を確定し、点滅の方式を採用して、確定されたインテリジェント設備の設
備情報をディスプレイするステップを含む。
【００３０】
　端末は、インテリジェント設備リストからワイヤレスネットワークにアクセスしていな
いすべてのインテリジェント設備を確定することができ、点滅の方式を採用して、ワイヤ
レスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備の設備情報をディスプレイ
する。そのため、ユーザーがワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェ
ント設備の設備情報を迅速に獲得することができる。ここで、設備情報の点滅周波数は、
インテリジェント設備の指示灯の点滅周波数と同じにしてもよいが、異なるようにしても
よい。本実施形態では、これに対して限定しない。図２Ｃに示された第２のインテリジェ
ント設備リストを示す概略図を参照すると、図２Ｃの（１）において、ワイヤレスネット
ワークにアクセスしていないインテリジェント設備の設備情報は明るい状態にあり、図２
Ｃの（２）において、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設
備の設備情報は消す状態にある。
【００３１】
　そして、端末は、現在の時刻に獲得したインテリジェント設備の設備情報のみに対して
、点滅の方式を採用してディスプレイすることにより、現在の時刻に獲得したワイヤレス
ネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備と、過去の時刻に獲得したネッ
トワークへのアクセスしていないインテリジェント設備とを区別することができる。一般
的に、過去の時刻に獲得したワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェ
ント設備は、ユーザーがワイヤレスネットワークにアクセスすることを希望しないインテ
リジェント設備である。そのため、異なるディスプレイ方式で、現在の時刻に獲得したワ
イヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備と、過去の時刻に獲得
したワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備をディスプレイ
することで、ユーザーがより迅速にワイヤレスネットワークにアクセスすることを希望し
ているインテリジェント設備を選択できるように助けることができる。
【００３２】
　第２の方法では、端末の現在の画面は、インテリジェント設備リストのディスプレイ画
面であってもよいが、他のディスプレイ画面であってもよい。端末は、現在の画面の所定
のオプションにプロンプトアイコンをディスプレイすることで、ユーザーにワイヤレスネ
ットワークにアクセスしていないインテリジェント設備が存在するとプロンプトする。こ
こで、所定のオプションは、現在の画面からワイヤレスネットワークにアクセスしていな
いインテリジェント設備のディスプレイ画面への入り口を提供するためのものである。
【００３３】
　可能な一実施形態で、端末が端末の現在の画面の所定のオプションにプロンプトアイコ
ンをディスプレイするステップは、
　１）所定のオプションの所定の位置にレッドドット（Ｒｅｄ Ｄｏｔ）をディスプレイ
するステップ、又は
　２）インテリジェント設備の数量を獲得して、所定のオプションの所定の位置に数量を
ディスプレイするステップを含む。
【００３４】
　ここで、所定の位置は、当該所定のオプションの周りの位置、例えば、右上方、右下方
などであってもよい。本実施形態ではこれに対して限定しない。
【００３５】
　図２Ｄに示されたプロンプトアイコンの画面を参照すると、図２Ｄは、端末の現在の画
面の所定のオプションにレッドドットがディスプレイされたことを例に挙げて説明したも
のである。このとき、端末は、インテリジェント設備リストのディスプレイ画面の所定の
オプションのボタンの右上方にレッドドットをディスプレイし、ユーザーが当該レッドド
ットを見てから、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備が
存在することを確認することができる。
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【００３６】
　なお、端末は、所定のオプションの所定の位置に、他の形状又は他のカラーのパターン
をディスプレイしてプロンプト作用を発揮してもよい。
【００３７】
　図２Ｅに示された他のプロンプトアイコンの画面を参照すると、図２Ｅは、端末の現在
の画面の所定のオプションに数量をディスプレイしたことを例に挙げて説明したものであ
る。端末が獲得したワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備
の数量が５つとすると、所定のオプションのボタンに数字「５」をディスプレイする。
【００３８】
　端末は、現在の画面の所定のオプションにプロンプトアイコンをディスプレイした後、
ユーザーが所定のオプションによってトリガーした調査命令を受信し、当該調査命令によ
って設備情報をディスプレイすることができる。
【００３９】
　ここで、端末は、以下の２つの方式を介して、ネットワークにアクセスしていないイン
テリジェント設備の設備情報をディスプレイすることができる。
【００４０】
　１）現在の画面からインテリジェント設備リストのディスプレイ画面に移行し、当該イ
ンテリジェント設備リストのディスプレイ画面に、ワイヤレスネットワークにアクセスし
ていないインテリジェント設備の設備情報をディスプレイする。
【００４１】
　２）ポップアップウィンドウの形態で、現在の画面にワイヤレスネットワークにアクセ
スしていないインテリジェント設備のリストをディスプレイし、当該インテリジェント設
備のリストに、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備の設
備情報をディスプレイする。
【００４２】
　なお、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備のリストに
は、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないすべてのインテリジェント設備の設備
情報を含んでもよいが、現在の時刻のワイヤレスネットワークにアクセスしていないイン
テリジェント設備の設備情報を含んでもよい。本実施形態ではこれに対して限定しない。
【００４３】
　好ましくは、端末は、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント
設備のリストをディスプレイする場合、すべての設備情報中の設備情報ごとの周りにレッ
ドドットをディスプレイしてプロンプトしてもよいが、現在の時刻に獲得した設備情報の
周りにレッドドットをディスプレイしてプロンプトしてもよい。
【００４４】
　図２Ｆに示されたインテリジェント設備情報の画面を参照すると、図２Ｆにおいて、端
末は、ユーザーがトリガーした調査命令によって、現在の画面から当該インテリジェント
設備リストのディスプレイ画面に移行する。
【００４５】
　図２Ｇに示された他のインテリジェント設備の画面を参照すると、図２Ｇにおいて、端
末は、ポップアップウィンドウの形態で、現在の画面にネットワークにアクセスしていな
いインテリジェント設備のリストをディスプレイし、当該インテリジェント設備のリスト
に現在の時刻に獲得したワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント
設備の設備情報がディスプレイされる。
【００４６】
　ステップ２０３：アクセス命令によって、ネットワーク選択画面をディスプレイする。
当該ネットワーク選択画面は、端末がアクセスする少なくとも１つのワイヤレスネットワ
ークを指示する。
【００４７】
　ユーザーは、端末がディスプレイしたインテリジェント設備をワイヤレスネットワーク
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にアクセスさせるヒットを見た後、当該プロンプトによって、ワイヤレスネットワークに
アクセスする必要があるインテリジェント設備を選択し、アクセス命令をトリガーする。
当該アクセス命令は、少なくとも設備ＩＤを含む。
【００４８】
　端末は、ユーザーがプロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信し
た後、ユーザーにインテリジェント設備の電源を入れることをプロンプトするためのプロ
ンプト情報画面をさらにディスプレイしてもよい。図２Ｈに示すように、端末は、ユーザ
ーが選択したインテリジェント設備の名称をディスプレイし、当該名称の下に「設備の電
源を入れ、設備の指示灯が点滅する時、「次へ」をクリックしてください」というプロン
プト情報をディスプレイする。
【００４９】
　ユーザーがトリガーした次のステップに移行する操作命令を受信した後、もし現在１つ
のワイヤレスネットワークしか存在しないと、端末は、当該唯一のワイヤレスネットワー
クをインテリジェント設備がアクセスするワイヤレスネットワークに確定し、もし現在少
なくとも２つのワイヤレスネットワークが存在する場合、端末は、端末がアクセスしたワ
イヤレスネットワークから１つのワイヤレスネットワークを選択し、選択された当該ワイ
ヤレスネットワークをインテリジェント設備がアクセスするワイヤレスネットワークに確
定する。
【００５０】
　ここで、端末は、所定の選択戦略によって自動的にワイヤレスネットワークを選択する
ことができる。例えば、端末は、ワイヤレスネットワークの信号品質を検出し、信号品質
が一番良いワイヤレスネットワークを選択する。又は、端末は、黙認したワイヤレスネッ
トワークを選択してもよい。なお、端末は、当該ネットワーク選択画面をディスプレイし
てもよい。当該ネットワーク選択画面は、ユーザーにインテリジェント設備がアクセスし
ようとするワイヤレスネットワークを選択するように指示する。図２Ｉに示されたネット
ワーク選択画面を示す概略図を参照すると、図２Ｉには、端末がアクセス可能であるブル
ートゥースネットワーク「ＭＯ-ＭＯ」及び「ＬＳＤ」、そして、アクセス可能なＷＩ-Ｆ
Ｉネットワーク「ＣＨｉｎａ-ＬＬＲ」、 「Ｑｗｅ-ｓｄｘ 」及び「Ｘｉａｏｍｉｎ」を
含む。
【００５１】
　ステップ２０４：ユーザーがトリガーしたネットワーク選択命令を受信する。当該ネッ
トワーク選択命令は、少なくとも１つのワイヤレスネットワークから選択した１つのワイ
ヤレスネットワークを含む。
【００５２】
　ユーザーは、ネットワークの選択画面にディスプレイされたワイヤレスネットワークか
ら１つのワイヤレスネットワークを選択して、インテリジェント設備をアクセスさせ、ネ
ットワーク選択命令をトリガーする。対応して、端末は、ユーザーがトリガーしたネット
ワーク選択命令を受信する。
【００５３】
　ここで、ユーザーは、ネットワーク選択画面の入力フレームに、選択されたワイヤレス
ネットワークの情報を入力してもよいが、ネットワーク選択画面が提供したワイヤレスネ
ットワークの選択フレームからワイヤレスネットワークの情報を選択し、当該情報によっ
てネットワーク選択命令を生成してもよい。
【００５４】
　ステップ２０５：選択したワイヤレスネットワークのネットワークアクセス情報をイン
テリジェント設備に送信する。当該インテリジェント設備は、ネットワークアクセス情報
によって、ワイヤレスネットワークにアクセスする。
【００５５】
　ここで、ネットワークアクセス情報は、少なくともネットワークＩＤを含む。当該ネッ
トワークＩＤは、インテリジェント設備がアクセスされるワイヤレスネットワークを指示
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する。好ましくは、ネットワークアクセス情報は、ネットワークアクセスのセキュリティ
を向上させるように、ネットワークパスワードをさらに含んでもよい。
【００５６】
　端末は、ネットワーク選択命令によって、ユーザーが選択したワイヤレスネットワーク
のネットワークアクセス情報をインテリジェント設備に送信する。対応して、インテリジ
ェント設備は、当該ネットワークアクセス情報を受信し、かつ、当該ネットワークアクセ
ス情報によって、ワイヤレスネットワークにアクセスする。
【００５７】
　端末は、インテリジェント設備がワイヤレスネットワークにアクセスしたことを確定し
た後、自動的にインテリジェント設備との接続を確立することができ、また、接続が確立
した後、インテリジェント設備リストの画面に当該インテリジェント設備の名称及び接続
状態をディスプレイする。
【００５８】
　好ましくは、端末は、インテリジェント設備リストの画面に、当該インテリジェント設
備が採集したデータ情報をディスプレイすることができる。例えば、当該インテリジェン
ト設備がインテリジェント空気清浄機である場合、端末は、インテリジェント設備リスト
画面に、当該インテリジェント空気清浄機の名称及び接続状態をディスプレイした後、イ
ンテリジェント空気清浄機が獲得した現在の室内空気品質のデータ情報をさらにディスプ
レイする。
【００５９】
　上記の内容を総合すると、本発明が提供した設備のネットワーキング方法は、インテリ
ジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジェント設備の設備ＩＤを含む
設備情報を受信し、前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせ
る旨のプロンプトメッセージをディスプレイし、ユーザーのプロンプトメッセージによっ
てトリガーしたアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリジェン
ト設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる。それ故、端末は設備情報をブロード
キャストしているインテリジェント設備をスキャンし、当該インテリジェント設備をワイ
ヤレスネットワークにアクセスさせることができるようになる。インテリジェント設備が
ワイヤレスネットワークを検索するとともに、ネットワークのパスワードを入力してから
ワイヤレスネットワークにアクセスできることによるネットワーク操作が煩雑になる問題
を解決できる。さらに、インテリジェント設備のネットワーキング操作を簡素化でき、ネ
ットワーキング効率を向上させることができる効果を得る。
【００６０】
　そして、端末は、インテリジェント設備リストからワイヤレスネットワークにアクセス
していないインテリジェント設備を確定し、点滅の方式を採用して、確定されたインテリ
ジェント設備の設備情報をディスプレイし、ダイナミックディスプレイ方式でインテリジ
ェント設備リスト中のワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設
備の設備情報をディスプレイする。そのため、ユーザーがより迅速にワイヤレスネットワ
ークにアクセスすることを希望しているインテリジェント設備を選択できるように助ける
ことができ、インテリジェント設備を検索する効率を向上することができる。
　図３は、一実施形態に係る設備のネットワーキング装置を示すブロック図である。当該
設備のネットワーキング装置は、端末に適用される。図３に示すように、当該設備のネッ
トワーキング装置は、受信モジュール３１０、プロンプトモジュール３２０及びアクセス
モジュール３３０を含む。
【００６１】
　当該受信モジュール３１０は、インテリジェント設備がブロードキャストする設備情報
を受信するように構成される。当該設備情報は、少なくとも、インテリジェント設備の設
備ＩＤを含む。
【００６２】
　当該プロンプトモジュール３２０は、インテリジェント設備をワイヤレスネットワーク
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にアクセスさせる旨のプロンプトメッセージをディスプレイするように構成される。
【００６３】
　当該アクセスモジュール３３０は、ユーザーのプロンプトメッセージによってトリガー
したアクセス命令を受信すると、アクセス命令によって、インテリジェント設備をワイヤ
レスネットワークにアクセスさせるように構成される。
【００６４】
　上記の内容を総合すると、本発明が提供する設備のネットワーキング装置は、インテリ
ジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジェント設備の設備ＩＤを含む
設備情報を受信し、前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせ
る旨のプロンプトメッセージをディスプレイし、ユーザーのプロンプトメッセージによっ
てトリガーしたアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリジェン
ト設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる。それ故、端末が設備情報をブロード
キャストしているインテリジェント設備をスキャンすることが可能になり、当該インテリ
ジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスすることができるようになる。インテ
リジェント設備がワイヤレスネットワークを検索するとともに、ネットワークのパスワー
ドを入力してからワイヤレスネットワークにアクセスすることができることによるネット
ワーク操作が煩雑になる問題を解決できる。さらに、インテリジェント設備のネットワー
キング操作を簡素化でき、ネットワーキング効率を向上させることができる効果を得る。
【００６５】
　図４は、一実施形態に係る設備のネットワーキング装置を示すブロック図である。当該
設備のネットワーキング装置は、端末に適用される。図４に示すように、当該設備のネッ
トワーキング装置は、受信モジュール３１０、プロンプトモジュール３２０及びアクセス
モジュール３３０を含む。
【００６６】
　当該受信モジュール３１０は、インテリジェント設備がブロードキャストする設備情報
を受信するように構成される。当該設備情報は、少なくとも、インテリジェント設備の設
備ＩＤを含む。
【００６７】
　当該プロンプトモジュール３２０は、インテリジェント設備をワイヤレスネットワーク
にアクセスさせる旨のプロンプトメッセージをディスプレイするように構成される。
【００６８】
　当該アクセスモジュール３３０は、ユーザーのプロンプトメッセージによってトリガー
したアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリジェント設備をワ
イヤレスネットワークにアクセスするように構成される。
【００６９】
　好ましくは、当該プロンプトモジュール３２０は、第１のプロンプトサブモジュール３
２１及び第２のプロンプトサブモジュール３２２を含む。
【００７０】
　当該第１のプロンプトサブモジュール３２１は、端末の現在の画面がインテリジェント
設備リストのディスプレイ画面である場合、設備情報をインテリジェント設備リストに追
加してディスプレイするように構成される。
【００７１】
　当該第２のプロンプトサブモジュール３２２は、端末の現在の画面の所定のオプション
にプロンプトアイコンをディスプレイするように構成される。当該プロンプトアイコンは
、端末が設備情報を受信するように指示するためのものである。
【００７２】
　好ましくは、当該第１のプロンプトサブモジュール３２１は、インテリジェント設備リ
スト中のワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備を確定し、
点滅の方式を採用して、確定されたインテリジェント設備の設備情報をディスプレイする
ように構成される。
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【００７３】
　好ましくは、当該第２のプロンプトサブモジュール３２２は、所定のオプションの所定
の位置にレッドドットをディスプレイするように、又はインテリジェント設備の数量を獲
得して、所定のオプションの所定の位置に数量を表示するように構成される。
【００７４】
　好ましくは、当該装置は、ディスプレイモジュール３４０をさらに含む。
【００７５】
　当該ディスプレイモジュール３４０は、ユーザーが所定のオプションによってトリガー
した調査命令を受信して、調査命令によって設備情報をディスプレイするように構成され
る。
【００７６】
　好ましくは、当該アクセスモジュール３３０は、ネットワークディスプレイサブモジュ
ール３３１、ネットワーク選択サブモジュール３３２及び情報送信サブモジュール３３３
を含む。
【００７７】
　当該ネットワークディスプレイサブモジュール３３１は、アクセス命令によって、ネッ
トワーク選択画面をディスプレイするように構成される。当該ネットワーク選択画面は、
端末がアクセスする少なくとも１つのワイヤレスネットワークを指示するためのものであ
る。
【００７８】
　当該ネットワーク選択サブモジュール３３２は、ユーザーがトリガーしたネットワーク
選択命令を受信するように構成される。ネットワーク選択命令は、当該ネットワークディ
スプレイサブモジュール３３１がディスプレイした少なくとも１つのワイヤレスネットワ
ークから選ばれた１つのワイヤレスネットワークを含む。
【００７９】
　当該情報送信サブモジュール３３３は、当該ネットワーク選択サブモジュール３３２が
選択したワイヤレスネットワークのネットワークアクセス情報をインテリジェント設備に
送信するように構成される。インテリジェント設備は、ネットワークアクセス情報によっ
てワイヤレスネットワークにアクセスする。
【００８０】
　上記の内容を総合すると、本発明が提供する設備のネットワーキング装置は、インテリ
ジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジェント設備の設備ＩＤを含む
設備情報を受信し、インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨
のプロンプトメッセージをディスプレイし、ユーザーのプロンプトメッセージによってト
リガーしたアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリジェント設
備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる。それ故、端末が設備情報をブロードキャ
ストしているインテリジェント設備をスキャンすることが可能になり、当該インテリジェ
ント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせることができるようになる。インテリ
ジェント設備がワイヤレスネットワークを検索するとともに、ネットワークのパスワード
を入力してからワイヤレスネットワークにアクセスすることができることによるネットワ
ーク操作が煩雑な問題を解決することができる。さらに、インテリジェント設備のネット
ワーキング操作を簡素化でき、ネットワーキング効率を向上させることができる効果を得
る。
【００８１】
　そして、端末は、インテリジェント設備リストからワイヤレスネットワークにアクセス
していないインテリジェント設備を確定し、点滅の方式を採用して、確定されたインテリ
ジェント設備の設備情報をディスプレイし、ダイナミックディスプレイ方式でインテリジ
ェント設備リスト中のワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設
備の設備情報をディスプレイする。そのため、ユーザーがより迅速にワイヤレスネットワ
ークにアクセスすることを希望しているインテリジェント設備を選択できるように助ける
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ことができ、インテリジェント設備を検索する効率を向上することができる。
【００８２】
　前記実施形態中の装置において、それぞれのモジュールが操作を実行する具体的な方法
は、当該方法の実施形態ですでに詳細に記載したので、ここで詳細に説明しない。
【００８３】
　本発明の実施形態に係る設備のネットワーキング装置は、本発明が提供した設備のネッ
トワーキング方法を実現することができ、当該設備のネットワーキング装置は、
　プロセッサと、プロセッサが実行可能な命令を記憶するメモリとを含み、
　ここで、前記プロセッサは、
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジェント設備の設備
ＩＤを含む設備情報を受信し、
　インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプトメッ
セージをディスプレイし、
　ユーザーのプロンプトによってトリガーしたアクセス命令を受信すると、当該アクセス
命令によって、インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスするように構
成される。
【００８４】
　図５は、本発明の実施形態に係る設備のネットワーキング装置５００を示すブロック図
である。例えば、装置５００は、携帯電話、コンピュータ、デジタルブロードキャスト端
末、メッセージ送受信装置、ゲームコンソール、タブレット装置、医療機器、ヘルス機器
、ＰＤＡ(Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ)などであってもよい。
【００８５】
　図５を参照すると、装置５００は、処理ユニット５０２、メモリ５０４、電源ユニット
５０６、マルチメディアユニット５０５、オーディオユニット５１０、入出力（Ｉ/Ｏ）
インターフェース５１２ 、センサユニット５１４及び通信ユニット５１６のうちの１つ
以上を含むことができる。
【００８６】
　処理ユニット５０２は、通常、装置５００の全体的な操作、例えば、ディスプレイ、携
帯電話の呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作に関連する操作を制御する。
処理ユニット５０２は、前記方法の全部又は一部のステップを完了するように、１つ以上
のプロセッサ５２０を含んで命令を実行する。また、処理ユニット５０２は、他のユニッ
トとの相互作用を便利にするように、１つ以上のモジュールを含むことができる。例えば
、処理ユニット５０２は、マルチメディアユニット５０８と処理ユニット５０２との間の
相互作用を便利にするように、マルチメディアモジュールを含んでもよい。
【００８７】
　メモリ５０４は、様々なタイプのデータを記憶して、装置５００での操作をサポートす
るように配置される。このようなデータは、例えば、装置５００で操作される任意のアプ
リケーションプログラム、又は方法の命令、連絡先のデータ、電話帳データ、メッセージ
、画像、動画などを含む。また、メモリ５０４は、いずれタイプの揮発性又は非揮発性記
憶装置、又はこれらの組み合わせで実現することができる。例えば、ＳＲＡＭ(Ｓｔａｔ
ｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ)、ＥＥＰＲＯＭ(Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ
ｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ-Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ)、
ＥＰＲＯＭ(Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ-Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏ
ｒｙ)、ＰＲＯＭ(Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ-Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ)、ＲＯＭ
(Ｒｅａｄ-Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、ディスク、又はＣ
Ｄであってもよい。
【００８８】
　電源ユニット５０６は、装置５００の様々なユニットに消耗量を提供する。電源ユニッ
ト５０６は、電源管理システム、１つ以上の電源や他の装置５００のための消耗量の生成
、管理、及び分配に係るユニットを含むことができる。
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【００８９】
　マルチメディアユニット５０８は、前記装置５００とユーザーの間に出力インターフェ
ースを提供するスクリーンを含む。一部の実施形態では、スクリーンは、液晶表示装置（
ＬＣＤ）やタッチパネル（ＴＰ）を含むことができる。スクリーンがタッチパネルを含む
場合、スクリーンはタッチスクリーンで実現され、ユーザーからの入力信号を受信する。
タッチパネルは、１つ以上のタッチセンサを含んで、タッチや、スライドや、パネル上の
手の動きを感知する。前記タッチセンサは、タッチやスライド動作の境界を測定すること
ができるだけではなく、前記タッチやスライド操作に関連する持続時間や圧力を測定する
ことができる。一部の実施形態では、マルチメディアユニット５０８は、１つのフロント
カメラ、及び/又はバックカメラを含むことができる。装置５００が操作モードに設定さ
れる場合、例えば、撮影モードや動画モードの場合、フロントカメラ及び/又はバックカ
メラは、外部からのマルチメディアデータを受信することができる。それぞれのフロント
カメラ及びバックカメラは、単一の固定された光学レンズシステムであってもよいし、焦
点距離や光学ズーム機能を備えてもよい。
【００９０】
　オーディオユニット５１０は、オーディオ信号を出力及び/又は入力するように配置さ
れる。例えば、オーディオユニット５１０は、１つのマイク（ＭＩＣ）を含んでもよい。
装置５００が操作モードに設定される場合、例えば、呼び出しモード、記録モード、音声
識別モードの場合、マイクは、外部オーディオ信号を受信するように配置される。受信さ
れたオーディオ信号は、メモリ５０４に格納されるか、通信ユニット５１６を経て送信す
ることができる。一部の実施形態では、オーディオユニット５１０は、１つのスピーカー
を含み、オーディオ信号を出力する。
【００９１】
　Ｉ/Ｏインターフェース５１２は、処理ユニット５０２と周辺インターフェースモジュ
ールとの間にインターフェースを提供する。前記周辺インターフェースモジュールは、キ
ーボード、クリックホイール、ボタンなどあってもよい。これらのボタンは、ホームペー
ジボタン、ボリュームボタン、操作ボタン、ロックボタンを含むが、これに限定しない。
【００９２】
　センサユニット５１４は、１つ以上のセンサを含み、装置５００の各方面の状態の評価
を提供することができる。例えば、センサユニット５１４は、装置５００のＯＮ/ＯＦＦ
の状態、モジュールの相対的な位置を測定することができる。例えば、前記ユニットは、
装置５００のモニターや小さなキーボードであってもよい。センサユニット５１４は、装
置５００又は装置５００の１つのユニットの位置の変化、ユーザーと装置５００が接触し
たか、装置５００の方位又は加速/減速、装置５００の温度変化を測定することができる
。センサユニット５１４は、接近センサを含んで、何の物理的な接触がない状況でも近く
の物体の存在を測定するように配置される。センサユニット５１４は、例えば、ＣＭＯＳ
（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ Ｍｅｔａｌ-Ｏｘｉｄｅ-Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）
又はＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ-Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｄｅｖｉｃｅ）イメージセンサなどの光セン
サが含まれて、画像形成に使用される。このような実施形態では、センサユニット５１４
は、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ、圧力センサ、又は温度センサ
をさらに含んでもよい。
【００９３】
　通信ユニット５１６は、装置５００と他の装置間で有線又は無線方式で便利に通信する
ように配置される。装置５００は、通信規格に基づいた、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ又は４Ｇ
又はこれらの組み合わせなどの無線インターネットにアクセスすることができる。一実施
形態では、通信ユニット５１６は、ブロードキャストチャンネルを経て外部のブロードキ
ャスト管理システムからのブロードキャスト信号又はブロードキャストに関連する情報を
受信する。一実施形態では、前記通信ユニット５１６には、ＮＦＣ通信モジュールが含ま
れて、短距離通信を促進することができる。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ(Ｒ
ａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ)技術、ＩｒＤＡ(Ｉｎｆｒ
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ａｒｅｄ Ｄａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ)技術、ＵＷＢ(Ｕｌｔｒａ-ＷｉｄｅＢａｎ
ｄ)技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ(商標)）技術やその他の技術に基づいて実現するこ
とができる。
【００９４】
　一実施形態では、装置５００は、１つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓ
ｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ Ｄ
ｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａ
ｙｓ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、又はその他の電子
素子で実現され、前記方法を実行する。
【００９５】
　一実施形態では、命令を含む非一時的コンピュータ読取可能な記憶媒体、例えば、命令
を含むメモリ５０４を提供する。前記命令は、装置５００のプロセッサ５２０によって実
行されることで前記方法を完成する。例えば、前記非一時的コンピュータ読取可能な記憶
媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＤ-ＲＯＭ、
磁気テープ、フロッピー（商標）ディスク、及び光データ記憶装置などであってもよい。
【００９６】
　なお、当業者は、明細書を考慮して、発明を実践した後、本発明の他の実施形態を容易
に想到することができる。本発明の趣旨は、本発明の任意の変形、用途、又は適応性の変
化を含むことにある。このような変形、用途、又は適応性の変化は、本発明の一般的な原
理を遵守し、かつ本発明が公開されていない本技術分野の公知の常識や慣用技術手段を含
む。明細書及び実施形態は、単に例示的で、本発明の真の範囲と精神は特許請求の範囲で
提出する。
【００９７】
　また、本発明は、前で既に記述した説明や、図面に示した構造に限定されず、その範囲
を逸脱しない前提で各種の補正や変更を行うことができる。本発明の範囲は、添付された
特許請求の範囲に制限される。
【００９８】
　本願発明は、出願番号が２０１４１０７７７９５８.１であって、出願日が２０１４年
１２月１５日である中国特許出願を基礎として優先権を主張し、当該中国特許出願の内容
のすべてを本願発明に援用する。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年7月30日(2015.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくとも前記インテリジェント設備の
設備ＩＤを含む設備情報を受信するステップと、
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイするステップと、
　ユーザーの前記プロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信すると
、前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワーク
にアクセスさせるステップとを含むことを特徴とする設備のネットワーキング方法。
【請求項２】
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイするステップは、
　端末の現在の画面がインテリジェント設備リストのディスプレイ画面である場合、前記
設備情報を前記インテリジェント設備リストに追加してディスプレイするステップ、又は
　端末の現在の画面の所定のオプションにプロンプトアイコンをディスプレイするステッ
プを含み、
　前記プロンプトアイコンは、前記端末が前記設備情報を受信するように指示するための
ものであることを特徴とする請求項１に記載の設備のネットワーキング方法。
【請求項３】
　前記設備情報を前記インテリジェント設備リストに追加してディスプレイするステップ
は、
　前記インテリジェント設備リスト中の前記ワイヤレスネットワークにアクセスしていな
いインテリジェント設備を確定し、点滅の方式を採用して、確定された前記インテリジェ
ント設備の設備情報をディスプレイするステップを含むことを特徴とする請求項２に記載
の設備のネットワーキング方法。
【請求項４】
　前記端末の現在の画面の所定のオプションにプロンプトアイコンをディスプレイするス
テップは、
　前記所定のオプションの所定の位置にレッドドットをディスプレイして、又は、前記イ
ンテリジェント設備の数量を獲得して、前記所定のオプションの所定位置に前記数量をデ
ィスプレイするステップを含むことを特徴とする請求項２に記載の設備のネットワーキン
グ方法。
【請求項５】
　ユーザーの前記所定のオプションによってトリガーした調査命令を受信し、前記調査命
令によって、前記設備情報をディスプレイするステップをさらに含むことを特徴とする請
求項２に記載の設備のネットワーキング方法。
【請求項６】
　前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワーク
にアクセスさせるステップは、
　前記アクセス命令によって、ネットワーク選択画面をディスプレイするステップと、
　ユーザーがトリガーしたネットワーク選択命令を受信するステップと、
　選択した前記ワイヤレスネットワークのネットワークアクセス情報を前記インテリジェ
ント設備に送信するステップとを含み、
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　前記ネットワーク選択画面は、前記端末がアクセスする少なくとも１つのワイヤレスネ
ットワークを指示するためのものであり、
　前記ネットワーク選択命令は、前記少なくとも１つのワイヤレスネットワークから選択
した１つのワイヤレスネットワークを含み、
　前記インテリジェント設備は、前記ネットワークアクセス情報によって、前記ワイヤレ
スネットワークにアクセスすることを特徴とする請求項２から請求項５のいずれか１項に
記載の設備のネットワーキング方法。
【請求項７】
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくとも前記インテリジェント設備の
設備ＩＤを含む設備情報を受信するように構成される受信モジュールと、
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイするように構成されるプロンプトモジュールと、
　ユーザーの前記プロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信したと
き、前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワー
クにアクセスさせるように構成されるアクセスモジュールとを含むことを特徴とする設備
のネットワーキング装置。
【請求項８】
　前記プロンプトモジュールは、
　端末の現在の画面がインテリジェント設備リストのディスプレイ画面である場合、前記
設備情報を前記インテリジェント設備リストに追加してディスプレイするように構成され
る第１のプロンプトサブモジュール、又は
　端末の現在の画面の所定のオプションにプロンプトアイコンをディスプレイするように
構成される第２のプロンプトサブモジュールを含み、
　前記プロンプトアイコンは、前記端末が前記設備情報を受信するように指示するための
ものであることを特徴とする請求項７に記載の設備のネットワーキング装置。
【請求項９】
　前記第１のプロンプトサブモジュールは、前記インテリジェント設備リスト中の前記ワ
イヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備を確定し、点滅の方式
を採用して、確定された前記インテリジェント設備の設備情報をディスプレイするように
構成されることを特徴とする請求項８に記載の設備のネットワーキング装置。
【請求項１０】
　前記第２のプロンプトサブモジュールは、前記所定のオプションの所定の位置にレッド
ドットをディスプレイして、又は、前記インテリジェント設備の数量を獲得して、前記所
定のオプションの所定位置に前記数量をディスプレイするように構成されることを特徴と
する請求項８に記載の設備のネットワーキング装置。
【請求項１１】
　ユーザーの前記所定のオプションによってトリガーした調査命令を受信し、前記調査命
令によって、前記設備情報をディスプレイするように構成されることを特徴とする請求項
８に記載の設備のネットワーキング装置。
【請求項１２】
　前記アクセスモジュールは、
　前記アクセス命令によって、ネットワーク選択画面をディスプレイするように構成され
るネットワークディスプレイサブモジュールと、
　ユーザーがトリガーしたネットワーク選択命令を受信するように構成されるネットワー
ク選択サブモジュールと、
　前記ネットワーク選択サブモジュールが選択した前記ワイヤレスネットワークのネット
ワークアクセス情報を前記インテリジェント設備に送信するように構成される情報送信サ
ブモジュールとを含み、
　前記ネットワーク選択画面は、前記端末がアクセスした少なくとも１つのワイヤレスネ
ットワークを指示するためのものであり、
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　前記ネットワーク選択命令は、前記ネットワークディスプレイサブモジュールがディス
プレイした前記少なくとも１つのワイヤレスネットワークから選択した１つのワイヤレス
ネットワークを含み、
　前記インテリジェント設備は、前記ネットワークアクセス情報によって、前記ワイヤレ
スネットワークにアクセスすることを特徴とする請求項８から請求項１１のいずれか１項
に記載の設備のネットワーキング装置。
【請求項１３】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な命令を記憶するメモリとを含み、
　前記プロセッサは、
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくとも前記インテリジェント設備の
設備ＩＤを含む設備情報を受信し、
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイし、
　ユーザーの前記プロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信すると
、前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワーク
にアクセスさせるように構成されることを特徴とする設備のネットワーキング装置。
【請求項１４】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１～６のいずれか１項に記載の設備のネッ
トワーキング方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータ技術分野に関し、特に、設備のネットワーキング方法、装置、
プログラム及び記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　科学技術の発展につれて、ますます多くのインテリジェント設備が人々の日常生活に現
れている。一般的に、インテリジェント設備は、ネットワーキング機能を有するので、人
々は、インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせて、インテリジェ
ント設備が提供するより多くの機能を楽しむことができる。
【０００３】
　インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせるとき、端末を介して
、インテリジェント設備にネットワークアクセス情報を送信する必要がある。当該ネット
ワークアクセス情報は、少なくともネットワーク名及びパスワードを含む。インテリジェ
ント設備は、当該ネットワークアクセス情報を獲得した後、ネットワーク名によってワイ
ヤレスネットワークを検索し、パスワードを入力して、当該ワイヤレスネットワークに接
続（アクセス）する。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明は、関連技術に存在する問題を解決するために、設備のネットワーキング方法、
装置、プログラム及び記憶媒体を提供する。
【０００５】
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　本発明の第１の態様では、
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくとも前記インテリジェント設備の
設備ＩＤを含む設備情報を受信するステップと、
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイするステップと、
　ユーザーの前記プロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信すると
、前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワーク
にアクセスさせるステップとを含むことを特徴とする設備のネットワーキング方法を提供
する。
【０００６】
　本発明の第２の態様では、
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくとも前記インテリジェント設備の
設備ＩＤを含む設備情報を受信するように構成される受信モジュールと、
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイするように構成されるプロンプトモジュールと、
　ユーザーの前記プロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信したと
き、前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワー
クにアクセスさせるように構成されるアクセスモジュールとを含むことを特徴とする設備
のネットワーキング装置を提供する。
【０００７】
　本発明の第３の態様では、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な命令を記憶するメモリとを含み、
　前記プロセッサは、
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくとも前記インテリジェント設備の
設備ＩＤを含む設備情報を受信し、
　前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプト
メッセージをディスプレイし、
　ユーザーの前記プロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信すると
、前記アクセス命令によって、前記インテリジェント設備を前記ワイヤレスネットワーク
にアクセスさせるように構成されることを特徴とする設備のネットワーキング装置を提供
する。
　本発明の第４の態様では、
　プロセッサに実行されることにより、上記の設備のネットワーキング方法を実現するこ
とを特徴とするプログラムを提供する。
　本発明の第５の態様では、
　上記プログラムが記録されることを特徴とする記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る技術案によると、以下のような作用効果を獲得することができる。即ち、
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジェント設備の設備
ＩＤを含む設備情報を受信し、前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにア
クセスさせる旨のプロンプトメッセージをディスプレイし、ユーザーの前記プロンプトメ
ッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によってイ
ンテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせ、端末が設備情報をブロー
ドキャストしているインテリジェント設備をスキャンすることが可能になり、当該インテ
リジェント設備がワイヤレスネットワークにアクセスできるようにすることで、インテリ
ジェント設備がワイヤレスネットワークを検索するとともに、ネットワークのパスワード
を入力してからワイヤレスネットワークにアクセスできることによるネットワーク操作が
煩雑になる問題を解決でき、インテリジェント設備のネットワーキング操作を簡素化でき
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、ネットワーキング効率を向上させることができる効果を奏する。
【０００９】
　なお、上記の記載及び後述の詳細な記載は例示的なものに過ぎず、本発明を限定しよう
とするものではない。
【００１０】
　添付された図面は、明細書に併合されて本発明の一部を構成し、本発明に合致する実施
形態を表し、明細書と一緒に本発明の原理を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】一実施形態に係る設備のネットワーキング方法を示すフローチャートである。
【図２Ａ】他の実施形態に係る設備のネットワーキング方法を示すフローチャートである
。
【図２Ｂ】一実施形態に係るインテリジェント設備リストの画面を示す図である。
【図２Ｃ】他の実施形態に係るインテリジェント設備リストの画面を示す図である。
【図２Ｄ】一実施形態に係るプロンプトアイコンの画面を示す図である。
【図２Ｅ】他の実施形態に係るプロンプトアイコンの画面を示す図である。
【図２Ｆ】一実施形態に係るインテリジェント設備情報の画面を示す図である。
【図２Ｇ】他の実施形態に係るインテリジェント設備情報の画面を示す図である。
【図２Ｈ】一実施形態に係るインテリジェント設備プロンプト画面を示す概略図である。
【図２Ｉ】一実施形態に係るネットワーク選択画面を示す概略図である。
【図３】一実施形態に係る設備のネットワーキング装置を示すブロック図である。
【図４】一実施形態に係る設備のネットワーキング装置を示すブロック図である。
【図５】一実施形態に係る設備のネットワーキングに用いられる装置を示すブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、実施形態について詳細に説明し、その事例を図面に表示する。以下の記載が図面
に関連するとき、他の表示がない場合は、異なる図面における同じ数字は、同じ或いは似
ている要素を表示する。以下の実施形態に記載した実施例は、本発明と一致したすべての
実施例を代表することではなく、添付された特許請求の範囲に記載した本発明のいくつか
の方面と一致した装置及び方法の例である。
【００１３】
　図１は、一実施形態に係る設備のネットワーキング方法を示すフローチャートである。
当該設備のネットワーキング方法は、端末に適用される。図１に示すように、当該設備の
ネットワーキング方法は、以下のようなステップを含む。
【００１４】
　ステップ１０１：インテリジェント設備がブロードキャスト（broadcast, 放送）する
少なくともインテリジェント設備の設備ＩＤを含む設備情報を受信する。
【００１５】
　ステップ１０２：インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨
のプロンプトメッセージをディスプレイ（display, 表示）する。
【００１６】
　ステップ１０３：ユーザーのプロンプトメッセージによってトリガー（trigger, 起動
）したアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリジェント設備を
ワイヤレスネットワークにアクセスさせる。
【００１７】
　上記の内容を総合すると、本発明が提供する設備のネットワーキング方法は、インテリ
ジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジェント設備の設備ＩＤを含む
設備情報を受信し、前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせ
る旨のプロンプトメッセージをディスプレイし、ユーザーのプロンプトメッセージによっ
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てトリガーしたアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリジェン
ト設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる。それ故、端末が設備情報をブロード
キャストしているインテリジェント設備をスキャンすることが可能になり、当該インテリ
ジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせることができるようになる。イン
テリジェント設備がワイヤレスネットワークを検索するとともに、ネットワークのパスワ
ードを入力してからワイヤレスネットワークにアクセスできることによるネットワーク操
作が煩雑になる問題を解決できる。さらに、インテリジェント設備のネットワーキング操
作を簡素化でき、ネットワーキング効率を向上させることができる効果を得る。
【００１８】
　図２Ａは、他の実施形態に係る設備のネットワーキング方法を示すフローチャートであ
る。当該設備のネットワーキング方法は、端末に適用される。図２Ａに示すように、当該
設備のネットワーキング方法は、以下のようなステップを含む。
【００１９】
　ステップ２０１：インテリジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジ
ェント設備の設備ＩＤを含む設備情報を受信する。
【００２０】
　インテリジェント設備は、例えば、インテリジェントソケット、インテリジェントカメ
ラ、空気清浄機、インテリジェントリモコン、インテリジェントブザーなどのブロードキ
ャスト機能やネットワーキング機能を有する設備である。
【００２１】
　本実施形態では、インテリジェント設備は、そのインテリジェント設備自体の設備情報
を獲得することができ、周期的に設備情報をブロードキャストして、周囲の端末が設備情
報を受信して、当該インテリジェント設備の存在を確認することができる。ここで、設備
情報は、少なくとも設備ＩＤを含み、当該設備ＩＤは、インテリジェント設備を唯一に識
別する。好ましくは、インテリジェント設備の記述を容易するために、設備情報には、機
能の紹介情報、アイコン、状態情報などをさらに含んでもよい。
【００２２】
　ステップ２０２：インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨
のプロンプトメッセージをディスプレイする。
【００２３】
　端末は、設備情報を受信した後、当該設備情報が識別するインテリジェント設備をワイ
ヤレスネットワークに直接アクセスさせることができる。つまり、ステップ２０３を実行
する。また、インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨プロン
プトメッセージをディスプレイしてもよい。当該プロンプトメッセージは、ワイヤレスネ
ットワークにアクセスできるインテリジェント端末をユーザーにプロンプトし（ユーザー
に入力や操作を促し）、ユーザーの操作によって、インテリジェント設備をワイヤレスネ
ットワークにアクセスさせるかを確定する。ここで、当該ワイヤレスネットワークは、ブ
ルートゥース（登録商標）ネットワークや、ＷＩＦＩ（ＷＩｒｅｌｅｓｓ ＦＩｄｅｌＩ
ｔｙ）ネットワークなどであってもよい。
【００２４】
　可能な一実施形態では、端末は以下のような２つの方法の中の少なくとも１つを使用し
て、インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプトメ
ッセージをディスプレイする。
【００２５】
　１）端末の現在の画面がインテリジェント設備リストのディスプレイ画面である場合、
設備情報をインテリジェント設備リストに追加してディスプレイする。
【００２６】
　２）端末の現在の画面の所定のオプションにプロンプトアイコンをディスプレイする。
プロンプトアイコンは、端末が設備情報を受信するように指示するためのものである。
【００２７】
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　第１の方法では、端末の現在の画面がインテリジェント設備リストのディスプレイ画面
であり、当該インテリジェント設備リストは、既にワイヤレスネットワークにアクセスし
たインテリジェント設備の設備情報、及びワイヤレスネットワークにアクセスしていない
インテリジェント設備の設備情報の中の少なくとも一つを含む。図２Ｂに示された第１の
インテリジェント設備リストを示す概略図を参照すると、ワイヤレスネットワークにアク
セスしたインテリジェント設備は、インテリジェントカメラとインテリジェント冷蔵庫と
を含み、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備は、インテ
リジェントソケットとインテリジェント電気スタンドとを含む。
【００２８】
　インテリジェント設備リストに、ワイヤレスネットワークにアクセスしたインテリジェ
ント設備、及びワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備が同
時に含まれる場合、端末は、設備情報を受信した時間に従って、インテリジェント設備の
順序をディスプレイする。このとき、ユーザーがインテリジェント設備リストからワイヤ
レスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備を検索する必要があるため
、検索効率が低くなる。従って、端末は、ワイヤレスネットワークにアクセスしたインテ
リジェント設備と、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備
とに分類して、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備をプ
ロンプトして、検索効率を向上させる。
【００２９】
　可能な一実施形態では、端末は、設備情報をインテリジェント設備リストに追加してデ
ィスプレイするステップは、
　インテリジェント設備リストからワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテ
リジェント設備を確定し、点滅の方式を採用して、確定されたインテリジェント設備の設
備情報をディスプレイするステップを含む。
【００３０】
　端末は、インテリジェント設備リストからワイヤレスネットワークにアクセスしていな
いすべてのインテリジェント設備を確定することができ、点滅の方式を採用して、ワイヤ
レスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備の設備情報をディスプレイ
する。そのため、ユーザーがワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェ
ント設備の設備情報を迅速に獲得することができる。ここで、設備情報の点滅周波数は、
インテリジェント設備の指示灯の点滅周波数と同じにしてもよいが、異なるようにしても
よい。本実施形態では、これに対して限定しない。図２Ｃに示された第２のインテリジェ
ント設備リストを示す概略図を参照すると、図２Ｃの（１）において、ワイヤレスネット
ワークにアクセスしていないインテリジェント設備の設備情報は明るい状態にあり、図２
Ｃの（２）において、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設
備の設備情報は消す状態にある。
【００３１】
　そして、端末は、現在の時刻に獲得したインテリジェント設備の設備情報のみに対して
、点滅の方式を採用してディスプレイすることにより、現在の時刻に獲得したワイヤレス
ネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備と、過去の時刻に獲得したネッ
トワークへのアクセスしていないインテリジェント設備とを区別することができる。一般
的に、過去の時刻に獲得したワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェ
ント設備は、ユーザーがワイヤレスネットワークにアクセスすることを希望しないインテ
リジェント設備である。そのため、異なるディスプレイ方式で、現在の時刻に獲得したワ
イヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備と、過去の時刻に獲得
したワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備をディスプレイ
することで、ユーザーがより迅速にワイヤレスネットワークにアクセスすることを希望し
ているインテリジェント設備を選択できるように助けることができる。
【００３２】
　第２の方法では、端末の現在の画面は、インテリジェント設備リストのディスプレイ画
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面であってもよいが、他のディスプレイ画面であってもよい。端末は、現在の画面の所定
のオプションにプロンプトアイコンをディスプレイすることで、ユーザーにワイヤレスネ
ットワークにアクセスしていないインテリジェント設備が存在するとプロンプトする。こ
こで、所定のオプションは、現在の画面からワイヤレスネットワークにアクセスしていな
いインテリジェント設備のディスプレイ画面への入り口を提供するためのものである。
【００３３】
　可能な一実施形態で、端末が端末の現在の画面の所定のオプションにプロンプトアイコ
ンをディスプレイするステップは、
　１）所定のオプションの所定の位置にレッドドット（Ｒｅｄ Ｄｏｔ）をディスプレイ
するステップ、又は
　２）インテリジェント設備の数量を獲得して、所定のオプションの所定の位置に数量を
ディスプレイするステップを含む。
【００３４】
　ここで、所定の位置は、当該所定のオプションの周りの位置、例えば、右上方、右下方
などであってもよい。本実施形態ではこれに対して限定しない。
【００３５】
　図２Ｄに示されたプロンプトアイコンの画面を参照すると、図２Ｄは、端末の現在の画
面の所定のオプションにレッドドットがディスプレイされたことを例に挙げて説明したも
のである。このとき、端末は、インテリジェント設備リストのディスプレイ画面の所定の
オプションのボタンの右上方にレッドドットをディスプレイし、ユーザーが当該レッドド
ットを見てから、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備が
存在することを確認することができる。
【００３６】
　なお、端末は、所定のオプションの所定の位置に、他の形状又は他のカラーのパターン
をディスプレイしてプロンプト作用を発揮してもよい。
【００３７】
　図２Ｅに示された他のプロンプトアイコンの画面を参照すると、図２Ｅは、端末の現在
の画面の所定のオプションに数量をディスプレイしたことを例に挙げて説明したものであ
る。端末が獲得したワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備
の数量が５つとすると、所定のオプションのボタンに数字「５」をディスプレイする。
【００３８】
　端末は、現在の画面の所定のオプションにプロンプトアイコンをディスプレイした後、
ユーザーが所定のオプションによってトリガーした調査命令を受信し、当該調査命令によ
って設備情報をディスプレイすることができる。
【００３９】
　ここで、端末は、以下の２つの方式を介して、ネットワークにアクセスしていないイン
テリジェント設備の設備情報をディスプレイすることができる。
【００４０】
　１）現在の画面からインテリジェント設備リストのディスプレイ画面に移行し、当該イ
ンテリジェント設備リストのディスプレイ画面に、ワイヤレスネットワークにアクセスし
ていないインテリジェント設備の設備情報をディスプレイする。
【００４１】
　２）ポップアップウィンドウの形態で、現在の画面にワイヤレスネットワークにアクセ
スしていないインテリジェント設備のリストをディスプレイし、当該インテリジェント設
備のリストに、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備の設
備情報をディスプレイする。
【００４２】
　なお、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備のリストに
は、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないすべてのインテリジェント設備の設備
情報を含んでもよいが、現在の時刻のワイヤレスネットワークにアクセスしていないイン
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テリジェント設備の設備情報を含んでもよい。本実施形態ではこれに対して限定しない。
【００４３】
　好ましくは、端末は、ワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント
設備のリストをディスプレイする場合、すべての設備情報中の設備情報ごとの周りにレッ
ドドットをディスプレイしてプロンプトしてもよいが、現在の時刻に獲得した設備情報の
周りにレッドドットをディスプレイしてプロンプトしてもよい。
【００４４】
　図２Ｆに示されたインテリジェント設備情報の画面を参照すると、図２Ｆにおいて、端
末は、ユーザーがトリガーした調査命令によって、現在の画面から当該インテリジェント
設備リストのディスプレイ画面に移行する。
【００４５】
　図２Ｇに示された他のインテリジェント設備の画面を参照すると、図２Ｇにおいて、端
末は、ポップアップウィンドウの形態で、現在の画面にネットワークにアクセスしていな
いインテリジェント設備のリストをディスプレイし、当該インテリジェント設備のリスト
に現在の時刻に獲得したワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント
設備の設備情報がディスプレイされる。
【００４６】
　ステップ２０３：アクセス命令によって、ネットワーク選択画面をディスプレイする。
当該ネットワーク選択画面は、端末がアクセスする少なくとも１つのワイヤレスネットワ
ークを指示する。
【００４７】
　ユーザーは、端末がディスプレイしたインテリジェント設備をワイヤレスネットワーク
にアクセスさせるヒットを見た後、当該プロンプトによって、ワイヤレスネットワークに
アクセスする必要があるインテリジェント設備を選択し、アクセス命令をトリガーする。
当該アクセス命令は、少なくとも設備ＩＤを含む。
【００４８】
　端末は、ユーザーがプロンプトメッセージによってトリガーしたアクセス命令を受信し
た後、ユーザーにインテリジェント設備の電源を入れることをプロンプトするためのプロ
ンプト情報画面をさらにディスプレイしてもよい。図２Ｈに示すように、端末は、ユーザ
ーが選択したインテリジェント設備の名称をディスプレイし、当該名称の下に「設備の電
源を入れ、設備の指示灯が点滅する時、「次へ」をクリックしてください」というプロン
プト情報をディスプレイする。
【００４９】
　ユーザーがトリガーした次のステップに移行する操作命令を受信した後、もし現在１つ
のワイヤレスネットワークしか存在しないと、端末は、当該唯一のワイヤレスネットワー
クをインテリジェント設備がアクセスするワイヤレスネットワークに確定し、もし現在少
なくとも２つのワイヤレスネットワークが存在する場合、端末は、端末がアクセスしたワ
イヤレスネットワークから１つのワイヤレスネットワークを選択し、選択された当該ワイ
ヤレスネットワークをインテリジェント設備がアクセスするワイヤレスネットワークに確
定する。
【００５０】
　ここで、端末は、所定の選択戦略によって自動的にワイヤレスネットワークを選択する
ことができる。例えば、端末は、ワイヤレスネットワークの信号品質を検出し、信号品質
が一番良いワイヤレスネットワークを選択する。又は、端末は、黙認したワイヤレスネッ
トワークを選択してもよい。なお、端末は、当該ネットワーク選択画面をディスプレイし
てもよい。当該ネットワーク選択画面は、ユーザーにインテリジェント設備がアクセスし
ようとするワイヤレスネットワークを選択するように指示する。図２Ｉに示されたネット
ワーク選択画面を示す概略図を参照すると、図２Ｉには、端末がアクセス可能であるブル
ートゥースネットワーク「ＭＯ-ＭＯ」及び「ＬＳＤ」、そして、アクセス可能なＷＩ-Ｆ
Ｉネットワーク「ＣＨｉｎａ-ＬＬＲ」、 「Ｑｗｅ-ｓｄｘ 」及び「Ｘｉａｏｍｉｎ」を
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含む。
【００５１】
　ステップ２０４：ユーザーがトリガーしたネットワーク選択命令を受信する。当該ネッ
トワーク選択命令は、少なくとも１つのワイヤレスネットワークから選択した１つのワイ
ヤレスネットワークを含む。
【００５２】
　ユーザーは、ネットワークの選択画面にディスプレイされたワイヤレスネットワークか
ら１つのワイヤレスネットワークを選択して、インテリジェント設備をアクセスさせ、ネ
ットワーク選択命令をトリガーする。対応して、端末は、ユーザーがトリガーしたネット
ワーク選択命令を受信する。
【００５３】
　ここで、ユーザーは、ネットワーク選択画面の入力フレームに、選択されたワイヤレス
ネットワークの情報を入力してもよいが、ネットワーク選択画面が提供したワイヤレスネ
ットワークの選択フレームからワイヤレスネットワークの情報を選択し、当該情報によっ
てネットワーク選択命令を生成してもよい。
【００５４】
　ステップ２０５：選択したワイヤレスネットワークのネットワークアクセス情報をイン
テリジェント設備に送信する。当該インテリジェント設備は、ネットワークアクセス情報
によって、ワイヤレスネットワークにアクセスする。
【００５５】
　ここで、ネットワークアクセス情報は、少なくともネットワークＩＤを含む。当該ネッ
トワークＩＤは、インテリジェント設備がアクセスされるワイヤレスネットワークを指示
する。好ましくは、ネットワークアクセス情報は、ネットワークアクセスのセキュリティ
を向上させるように、ネットワークパスワードをさらに含んでもよい。
【００５６】
　端末は、ネットワーク選択命令によって、ユーザーが選択したワイヤレスネットワーク
のネットワークアクセス情報をインテリジェント設備に送信する。対応して、インテリジ
ェント設備は、当該ネットワークアクセス情報を受信し、かつ、当該ネットワークアクセ
ス情報によって、ワイヤレスネットワークにアクセスする。
【００５７】
　端末は、インテリジェント設備がワイヤレスネットワークにアクセスしたことを確定し
た後、自動的にインテリジェント設備との接続を確立することができ、また、接続が確立
した後、インテリジェント設備リストの画面に当該インテリジェント設備の名称及び接続
状態をディスプレイする。
【００５８】
　好ましくは、端末は、インテリジェント設備リストの画面に、当該インテリジェント設
備が採集したデータ情報をディスプレイすることができる。例えば、当該インテリジェン
ト設備がインテリジェント空気清浄機である場合、端末は、インテリジェント設備リスト
画面に、当該インテリジェント空気清浄機の名称及び接続状態をディスプレイした後、イ
ンテリジェント空気清浄機が獲得した現在の室内空気品質のデータ情報をさらにディスプ
レイする。
【００５９】
　上記の内容を総合すると、本発明が提供した設備のネットワーキング方法は、インテリ
ジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジェント設備の設備ＩＤを含む
設備情報を受信し、前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせ
る旨のプロンプトメッセージをディスプレイし、ユーザーのプロンプトメッセージによっ
てトリガーしたアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリジェン
ト設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる。それ故、端末は設備情報をブロード
キャストしているインテリジェント設備をスキャンし、当該インテリジェント設備をワイ
ヤレスネットワークにアクセスさせることができるようになる。インテリジェント設備が
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ワイヤレスネットワークを検索するとともに、ネットワークのパスワードを入力してから
ワイヤレスネットワークにアクセスできることによるネットワーク操作が煩雑になる問題
を解決できる。さらに、インテリジェント設備のネットワーキング操作を簡素化でき、ネ
ットワーキング効率を向上させることができる効果を得る。
【００６０】
　そして、端末は、インテリジェント設備リストからワイヤレスネットワークにアクセス
していないインテリジェント設備を確定し、点滅の方式を採用して、確定されたインテリ
ジェント設備の設備情報をディスプレイし、ダイナミックディスプレイ方式でインテリジ
ェント設備リスト中のワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設
備の設備情報をディスプレイする。そのため、ユーザーがより迅速にワイヤレスネットワ
ークにアクセスすることを希望しているインテリジェント設備を選択できるように助ける
ことができ、インテリジェント設備を検索する効率を向上することができる。
　図３は、一実施形態に係る設備のネットワーキング装置を示すブロック図である。当該
設備のネットワーキング装置は、端末に適用される。図３に示すように、当該設備のネッ
トワーキング装置は、受信モジュール３１０、プロンプトモジュール３２０及びアクセス
モジュール３３０を含む。
【００６１】
　当該受信モジュール３１０は、インテリジェント設備がブロードキャストする設備情報
を受信するように構成される。当該設備情報は、少なくとも、インテリジェント設備の設
備ＩＤを含む。
【００６２】
　当該プロンプトモジュール３２０は、インテリジェント設備をワイヤレスネットワーク
にアクセスさせる旨のプロンプトメッセージをディスプレイするように構成される。
【００６３】
　当該アクセスモジュール３３０は、ユーザーのプロンプトメッセージによってトリガー
したアクセス命令を受信すると、アクセス命令によって、インテリジェント設備をワイヤ
レスネットワークにアクセスさせるように構成される。
【００６４】
　上記の内容を総合すると、本発明が提供する設備のネットワーキング装置は、インテリ
ジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジェント設備の設備ＩＤを含む
設備情報を受信し、前記インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせ
る旨のプロンプトメッセージをディスプレイし、ユーザーのプロンプトメッセージによっ
てトリガーしたアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリジェン
ト設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる。それ故、端末が設備情報をブロード
キャストしているインテリジェント設備をスキャンすることが可能になり、当該インテリ
ジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスすることができるようになる。インテ
リジェント設備がワイヤレスネットワークを検索するとともに、ネットワークのパスワー
ドを入力してからワイヤレスネットワークにアクセスすることができることによるネット
ワーク操作が煩雑になる問題を解決できる。さらに、インテリジェント設備のネットワー
キング操作を簡素化でき、ネットワーキング効率を向上させることができる効果を得る。
【００６５】
　図４は、一実施形態に係る設備のネットワーキング装置を示すブロック図である。当該
設備のネットワーキング装置は、端末に適用される。図４に示すように、当該設備のネッ
トワーキング装置は、受信モジュール３１０、プロンプトモジュール３２０及びアクセス
モジュール３３０を含む。
【００６６】
　当該受信モジュール３１０は、インテリジェント設備がブロードキャストする設備情報
を受信するように構成される。当該設備情報は、少なくとも、インテリジェント設備の設
備ＩＤを含む。
【００６７】
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　当該プロンプトモジュール３２０は、インテリジェント設備をワイヤレスネットワーク
にアクセスさせる旨のプロンプトメッセージをディスプレイするように構成される。
【００６８】
　当該アクセスモジュール３３０は、ユーザーのプロンプトメッセージによってトリガー
したアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリジェント設備をワ
イヤレスネットワークにアクセスするように構成される。
【００６９】
　好ましくは、当該プロンプトモジュール３２０は、第１のプロンプトサブモジュール３
２１及び第２のプロンプトサブモジュール３２２を含む。
【００７０】
　当該第１のプロンプトサブモジュール３２１は、端末の現在の画面がインテリジェント
設備リストのディスプレイ画面である場合、設備情報をインテリジェント設備リストに追
加してディスプレイするように構成される。
【００７１】
　当該第２のプロンプトサブモジュール３２２は、端末の現在の画面の所定のオプション
にプロンプトアイコンをディスプレイするように構成される。当該プロンプトアイコンは
、端末が設備情報を受信するように指示するためのものである。
【００７２】
　好ましくは、当該第１のプロンプトサブモジュール３２１は、インテリジェント設備リ
スト中のワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設備を確定し、
点滅の方式を採用して、確定されたインテリジェント設備の設備情報をディスプレイする
ように構成される。
【００７３】
　好ましくは、当該第２のプロンプトサブモジュール３２２は、所定のオプションの所定
の位置にレッドドットをディスプレイするように、又はインテリジェント設備の数量を獲
得して、所定のオプションの所定の位置に数量を表示するように構成される。
【００７４】
　好ましくは、当該装置は、ディスプレイモジュール３４０をさらに含む。
【００７５】
　当該ディスプレイモジュール３４０は、ユーザーが所定のオプションによってトリガー
した調査命令を受信して、調査命令によって設備情報をディスプレイするように構成され
る。
【００７６】
　好ましくは、当該アクセスモジュール３３０は、ネットワークディスプレイサブモジュ
ール３３１、ネットワーク選択サブモジュール３３２及び情報送信サブモジュール３３３
を含む。
【００７７】
　当該ネットワークディスプレイサブモジュール３３１は、アクセス命令によって、ネッ
トワーク選択画面をディスプレイするように構成される。当該ネットワーク選択画面は、
端末がアクセスする少なくとも１つのワイヤレスネットワークを指示するためのものであ
る。
【００７８】
　当該ネットワーク選択サブモジュール３３２は、ユーザーがトリガーしたネットワーク
選択命令を受信するように構成される。ネットワーク選択命令は、当該ネットワークディ
スプレイサブモジュール３３１がディスプレイした少なくとも１つのワイヤレスネットワ
ークから選ばれた１つのワイヤレスネットワークを含む。
【００７９】
　当該情報送信サブモジュール３３３は、当該ネットワーク選択サブモジュール３３２が
選択したワイヤレスネットワークのネットワークアクセス情報をインテリジェント設備に
送信するように構成される。インテリジェント設備は、ネットワークアクセス情報によっ
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てワイヤレスネットワークにアクセスする。
【００８０】
　上記の内容を総合すると、本発明が提供する設備のネットワーキング装置は、インテリ
ジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジェント設備の設備ＩＤを含む
設備情報を受信し、インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨
のプロンプトメッセージをディスプレイし、ユーザーのプロンプトメッセージによってト
リガーしたアクセス命令を受信すると、当該アクセス命令によって、インテリジェント設
備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる。それ故、端末が設備情報をブロードキャ
ストしているインテリジェント設備をスキャンすることが可能になり、当該インテリジェ
ント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせることができるようになる。インテリ
ジェント設備がワイヤレスネットワークを検索するとともに、ネットワークのパスワード
を入力してからワイヤレスネットワークにアクセスすることができることによるネットワ
ーク操作が煩雑な問題を解決することができる。さらに、インテリジェント設備のネット
ワーキング操作を簡素化でき、ネットワーキング効率を向上させることができる効果を得
る。
【００８１】
　そして、端末は、インテリジェント設備リストからワイヤレスネットワークにアクセス
していないインテリジェント設備を確定し、点滅の方式を採用して、確定されたインテリ
ジェント設備の設備情報をディスプレイし、ダイナミックディスプレイ方式でインテリジ
ェント設備リスト中のワイヤレスネットワークにアクセスしていないインテリジェント設
備の設備情報をディスプレイする。そのため、ユーザーがより迅速にワイヤレスネットワ
ークにアクセスすることを希望しているインテリジェント設備を選択できるように助ける
ことができ、インテリジェント設備を検索する効率を向上することができる。
【００８２】
　前記実施形態中の装置において、それぞれのモジュールが操作を実行する具体的な方法
は、当該方法の実施形態ですでに詳細に記載したので、ここで詳細に説明しない。
【００８３】
　本発明の実施形態に係る設備のネットワーキング装置は、本発明が提供した設備のネッ
トワーキング方法を実現することができ、当該設備のネットワーキング装置は、
　プロセッサと、プロセッサが実行可能な命令を記憶するメモリとを含み、
　ここで、前記プロセッサは、
　インテリジェント設備がブロードキャストする少なくともインテリジェント設備の設備
ＩＤを含む設備情報を受信し、
　インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスさせる旨のプロンプトメッ
セージをディスプレイし、
　ユーザーのプロンプトによってトリガーしたアクセス命令を受信すると、当該アクセス
命令によって、インテリジェント設備をワイヤレスネットワークにアクセスするように構
成される。
【００８４】
　図５は、本発明の実施形態に係る設備のネットワーキング装置５００を示すブロック図
である。例えば、装置５００は、携帯電話、コンピュータ、デジタルブロードキャスト端
末、メッセージ送受信装置、ゲームコンソール、タブレット装置、医療機器、ヘルス機器
、ＰＤＡ(Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ)などであってもよい。
【００８５】
　図５を参照すると、装置５００は、処理ユニット５０２、メモリ５０４、電源ユニット
５０６、マルチメディアユニット５０５、オーディオユニット５１０、入出力（Ｉ/Ｏ）
インターフェース５１２ 、センサユニット５１４及び通信ユニット５１６のうちの１つ
以上を含むことができる。
【００８６】
　処理ユニット５０２は、通常、装置５００の全体的な操作、例えば、ディスプレイ、携
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帯電話の呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作に関連する操作を制御する。
処理ユニット５０２は、前記方法の全部又は一部のステップを完了するように、１つ以上
のプロセッサ５２０を含んで命令を実行する。また、処理ユニット５０２は、他のユニッ
トとの相互作用を便利にするように、１つ以上のモジュールを含むことができる。例えば
、処理ユニット５０２は、マルチメディアユニット５０８と処理ユニット５０２との間の
相互作用を便利にするように、マルチメディアモジュールを含んでもよい。
【００８７】
　メモリ５０４は、様々なタイプのデータを記憶して、装置５００での操作をサポートす
るように配置される。このようなデータは、例えば、装置５００で操作される任意のアプ
リケーションプログラム、又は方法の命令、連絡先のデータ、電話帳データ、メッセージ
、画像、動画などを含む。また、メモリ５０４は、いずれタイプの揮発性又は非揮発性記
憶装置、又はこれらの組み合わせで実現することができる。例えば、ＳＲＡＭ(Ｓｔａｔ
ｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ)、ＥＥＰＲＯＭ(Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ
ｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ-Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ)、
ＥＰＲＯＭ(Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ-Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏ
ｒｙ)、ＰＲＯＭ(Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ-Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ)、ＲＯＭ
(Ｒｅａｄ-Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、ディスク、又はＣ
Ｄであってもよい。
【００８８】
　電源ユニット５０６は、装置５００の様々なユニットに消耗量を提供する。電源ユニッ
ト５０６は、電源管理システム、１つ以上の電源や他の装置５００のための消耗量の生成
、管理、及び分配に係るユニットを含むことができる。
【００８９】
　マルチメディアユニット５０８は、前記装置５００とユーザーの間に出力インターフェ
ースを提供するスクリーンを含む。一部の実施形態では、スクリーンは、液晶表示装置（
ＬＣＤ）やタッチパネル（ＴＰ）を含むことができる。スクリーンがタッチパネルを含む
場合、スクリーンはタッチスクリーンで実現され、ユーザーからの入力信号を受信する。
タッチパネルは、１つ以上のタッチセンサを含んで、タッチや、スライドや、パネル上の
手の動きを感知する。前記タッチセンサは、タッチやスライド動作の境界を測定すること
ができるだけではなく、前記タッチやスライド操作に関連する持続時間や圧力を測定する
ことができる。一部の実施形態では、マルチメディアユニット５０８は、１つのフロント
カメラ、及び/又はバックカメラを含むことができる。装置５００が操作モードに設定さ
れる場合、例えば、撮影モードや動画モードの場合、フロントカメラ及び/又はバックカ
メラは、外部からのマルチメディアデータを受信することができる。それぞれのフロント
カメラ及びバックカメラは、単一の固定された光学レンズシステムであってもよいし、焦
点距離や光学ズーム機能を備えてもよい。
【００９０】
　オーディオユニット５１０は、オーディオ信号を出力及び/又は入力するように配置さ
れる。例えば、オーディオユニット５１０は、１つのマイク（ＭＩＣ）を含んでもよい。
装置５００が操作モードに設定される場合、例えば、呼び出しモード、記録モード、音声
識別モードの場合、マイクは、外部オーディオ信号を受信するように配置される。受信さ
れたオーディオ信号は、メモリ５０４に格納されるか、通信ユニット５１６を経て送信す
ることができる。一部の実施形態では、オーディオユニット５１０は、１つのスピーカー
を含み、オーディオ信号を出力する。
【００９１】
　Ｉ/Ｏインターフェース５１２は、処理ユニット５０２と周辺インターフェースモジュ
ールとの間にインターフェースを提供する。前記周辺インターフェースモジュールは、キ
ーボード、クリックホイール、ボタンなどあってもよい。これらのボタンは、ホームペー
ジボタン、ボリュームボタン、操作ボタン、ロックボタンを含むが、これに限定しない。
【００９２】
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　センサユニット５１４は、１つ以上のセンサを含み、装置５００の各方面の状態の評価
を提供することができる。例えば、センサユニット５１４は、装置５００のＯＮ/ＯＦＦ
の状態、モジュールの相対的な位置を測定することができる。例えば、前記ユニットは、
装置５００のモニターや小さなキーボードであってもよい。センサユニット５１４は、装
置５００又は装置５００の１つのユニットの位置の変化、ユーザーと装置５００が接触し
たか、装置５００の方位又は加速/減速、装置５００の温度変化を測定することができる
。センサユニット５１４は、接近センサを含んで、何の物理的な接触がない状況でも近く
の物体の存在を測定するように配置される。センサユニット５１４は、例えば、ＣＭＯＳ
（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ Ｍｅｔａｌ-Ｏｘｉｄｅ-Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）
又はＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ-Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｄｅｖｉｃｅ）イメージセンサなどの光セン
サが含まれて、画像形成に使用される。このような実施形態では、センサユニット５１４
は、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ、圧力センサ、又は温度センサ
をさらに含んでもよい。
【００９３】
　通信ユニット５１６は、装置５００と他の装置間で有線又は無線方式で便利に通信する
ように配置される。装置５００は、通信規格に基づいた、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ又は４Ｇ
又はこれらの組み合わせなどの無線インターネットにアクセスすることができる。一実施
形態では、通信ユニット５１６は、ブロードキャストチャンネルを経て外部のブロードキ
ャスト管理システムからのブロードキャスト信号又はブロードキャストに関連する情報を
受信する。一実施形態では、前記通信ユニット５１６には、ＮＦＣ通信モジュールが含ま
れて、短距離通信を促進することができる。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ(Ｒ
ａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ)技術、ＩｒＤＡ(Ｉｎｆｒ
ａｒｅｄ Ｄａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ)技術、ＵＷＢ(Ｕｌｔｒａ-ＷｉｄｅＢａｎ
ｄ)技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ(登録商標)）技術やその他の技術に基づいて実現す
ることができる。
【００９４】
　一実施形態では、装置５００は、１つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓ
ｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ Ｄ
ｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａ
ｙｓ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、又はその他の電子
素子で実現され、前記方法を実行する。
【００９５】
　一実施形態では、命令を含む非一時的コンピュータ読取可能な記憶媒体、例えば、命令
を含むメモリ５０４を提供する。前記命令は、装置５００のプロセッサ５２０によって実
行されることで前記方法を完成する。例えば、前記非一時的コンピュータ読取可能な記憶
媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＤ-ＲＯＭ、
磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク、及び光データ記憶装置などであってもよ
い。
【００９６】
　なお、当業者は、明細書を考慮して、発明を実践した後、本発明の他の実施形態を容易
に想到することができる。本発明の趣旨は、本発明の任意の変形、用途、又は適応性の変
化を含むことにある。このような変形、用途、又は適応性の変化は、本発明の一般的な原
理を遵守し、かつ本発明が公開されていない本技術分野の公知の常識や慣用技術手段を含
む。明細書及び実施形態は、単に例示的で、本発明の真の範囲と精神は特許請求の範囲で
提出する。
【００９７】
　また、本発明は、前で既に記述した説明や、図面に示した構造に限定されず、その範囲
を逸脱しない前提で各種の補正や変更を行うことができる。本発明の範囲は、添付された
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特許請求の範囲に制限される。
【００９８】
　本願発明は、出願番号が２０１４１０７７７９５８.１であって、出願日が２０１４年
１２月１５日である中国特許出願を基礎として優先権を主張し、当該中国特許出願の内容
のすべてを本願発明に援用する。
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